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鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

題
名
、
目
的
の
改
正

一

題
名
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
鳥
獣
の
管
理
を
図
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

定
義
の
追
加

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
鳥
獣
に
つ
い
て
「
保
護
」
と
は
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
農
林
水
産
業

の
健
全
な
発
展
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
生
息
数
を
適
正
な
水
準
に
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
生
息
地
を
適
正
な
範
囲

に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
の
生
息
数
の
水
準
及
び
そ
の
生
息
地
の
範
囲
を
維
持
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
お
い
て
鳥
獣
に
つ
い
て
「
管
理
」
と
は
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
農
林
水
産
業

の
健
全
な
発
展
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
生
息
数
を
適
正
な
水
準
に
減
少
さ
せ
、
又
は
そ
の
生
息
地
を
適
正
な
範
囲
に
縮

小
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

三

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
希
少
鳥
獣
」
と
は
、
国
際
的
又
は
全
国
的
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
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で
定
め
る
鳥
獣
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）

四

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
管
理
鳥
獣
」
と
は
、
希
少
鳥
獣
以
外
の
鳥
獣
で
あ
っ
て
、
集
中
的
か
つ
広
域
的
に
管
理
を

図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
五
項
関
係
）

第
三

施
策
体
系
の
整
理

一

環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
（
以
下
「
鳥
獣
保
護
事
業
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
を
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
を
図
る
た
め
の
事
業
（
以
下
「
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
」

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
と
改
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
、
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
の
実

施
に
関
す
る
計
画
と
改
め
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

三

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
そ
の
生
息
数
が
著
し
く
減
少
し
、
又
は
そ
の
生
息
地
の
範

囲
が
縮
小
し
て
い
る
鳥
獣
（
希
少
鳥
獣
を
除
く
。
）
の
保
護
に
関
す
る
計
画
で
あ
る
第
一
種
特
定
鳥
獣
保
護
計
画
及
び
そ

の
生
息
数
が
著
し
く
増
加
し
、
又
は
そ
の
生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
鳥
獣
の
管
理
に
関
す
る
計
画
で
あ
る
第
二
種

特
定
鳥
獣
管
理
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
及
び
第
七
条
の
二
関
係
）
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四

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
計
画
で
あ
る
希
少
鳥
獣
保
護
計
画
及
び
特
定
の
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
生

息
数
が
著
し
く
増
加
し
、
又
は
そ
の
生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
希
少
鳥
獣
の
管
理
に
関
す
る
計
画
で
あ
る
特
定
希

少
鳥
獣
管
理
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
の
三
及
び
第
七
条
の
四
関
係
）

第
四

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
創
設

一

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
に
基
づ
き
指
定
管
理
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
事
業
（
以
下
「
指
定
管

理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
関
す
る
実
施
計
画

（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

国
の
機
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
実
施
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
て
、
当
該
実
施
計
画
に
従
っ

て
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
五
項
関
係
）

三

都
道
府
県
知
事
又
は
二
の
確
認
を
受
け
た
国
の
機
関
は
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、

第
五
の
三
の
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
七
項
関
係
）

四

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
実
施
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
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１

第
八
条
の
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
四
条
の
二
第
八
項
関
係
）

２

捕
獲
等
を
し
た
鳥
獣
を
、
当
該
捕
獲
等
を
し
た
場
所
に
放
置
す
る
こ
と
が
、
生
態
系
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
く
、
か
つ
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
第

十
八
条
の
鳥
獣
の
放
置
等
の
禁
止
に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
八
項
第
一
号
関
係
）

３

三
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
第
五
の
三
の
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
日
出
前
又
は
日
没
後
に
お
い
て
す
る
銃
猟
（
以

下
「
夜
間
銃
猟
」
と
い
う
。
）
を
す
る
際
の
安
全
管
理
を
図
る
た
め
の
体
制
が
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が

、
夜
間
銃
猟
を
す
る
に
当
た
り
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
、
か
つ

、
そ
の
確
認
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
夜
間
銃
猟
を
す
る
場
合
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
の

夜
間
銃
猟
の
禁
止
に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
八
項
第
二
号
関
係
）

五

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
、
二
の
確
認
を
受
け
た
国
の
機
関
又
は
三
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

第
五
の
三
の
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
等
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
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な
し
て
、
第
九
条
第
八
項
そ
の
他
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
第
九
項
関
係
）

第
五

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
制
度
の
導
入

一

鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
事
業
（
以
下
「
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
は
、
当

該
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
が
二
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
の
二
関
係
）

二

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
夜
間
銃
猟
を
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
を
除
く
。
）
に
適
合
し
て
い
る

と
き
で
な
け
れ
ば
、
一
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
の
五
関
係
）

１

鳥
獣
の
捕
獲
等
（
夜
間
銃
猟
を
除
く
。
）
を
す
る
際
の
安
全
管
理
を
図
る
た
め
の
体
制
が
、
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

２

夜
間
銃
猟
を
す
る
際
の
安
全
管
理
を
図
る
体
制
が
、
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
が
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
た
め
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識

を
有
す
る
者
と
し
て
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
研
修
の
内
容
が
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
た
め
に
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必
要
な
技
能
及
び
知
識
の
維
持
向
上
に
適
切
か
つ
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

そ
の
他
適
正
か
つ
効
率
的
に
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

一
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
者
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者

と
い
う
名
称
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
の
九
関
係
）

四

一
の
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
を
有
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
狩
猟
免
許
の
更
新
時
の
適
性
試
験
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
関
係
）

第
六

住
居
集
合
地
域
等
に
お
け
る
麻
酔
銃
猟
の
許
可

鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
で
、
麻
酔
銃
を
使
用
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
で

あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
す
る
捕
獲
等
に
つ
い
て
は
、
住
居
集
合
地
域
等
に
お
け
る
銃
猟
の
禁
止

に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
八
条
の
二
関
係
）

第
七

網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
の
取
得
年
齢
の
引
き
下
げ
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網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
を
取
得
で
き
な
い
年
齢
を
、
二
十
歳
未
満
か
ら
十
八
歳
未
満
に
引
き
下
げ
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
四
十
条
関
係
）

第
八

公
務
所
等
へ
の
照
会

環
境
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
所
等
に
照
会
し

て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
の
二
関
係
）

第
九

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
第
八
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）


